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議案第14号 

   平成21年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第４号）の専決処分に関

し承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第179条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  平成22年11月25日提出 

岩手県後期高齢者医療広域連合長 谷 藤 裕 明 

 

 

   専決処分書 

 平成21年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第４号）について、特に緊急を要

するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められたので、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第292条において準用する同法第179条第１項の規定により、次のとおり専

決処分する。 

  平成22年３月30日 

                 岩手県後期高齢者医療広域連合長 谷 藤 裕 明 

 

 

   平成21年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第４号） 

 平成21年度岩手県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,115,142千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ1,521,918千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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議案第15号 

   平成21年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）

の専決処分に関し承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第179条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  平成22年11月25日提出 

岩手県後期高齢者医療広域連合長 谷 藤 裕 明 

 

 

   専決処分書 

 平成21年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）について、

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められたので、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第179条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 

  平成22年３月30日 

                 岩手県後期高齢者医療広域連合長 谷 藤 裕 明 

 

 

   平成21年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号） 

 平成21年度岩手県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）は、次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ950,068千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ132,660,383千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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議案第16号 

   平成22年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

の専決処分に関し承認を求めることについて 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第179条第１項の規定によ

り次のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  平成22年11月25日提出 

岩手県後期高齢者医療広域連合長 谷 藤 裕 明 

 

 

   専決処分書 

 平成22年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、

特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認められたので、地

方自治法（昭和22年法律第67号）第292条において準用する同法第179条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。 

  平成22年６月29日 

                 岩手県後期高齢者医療広域連合長 谷 藤 裕 明 

 

 

   平成22年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 平成22年度岩手県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ865,565千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ139,010,459千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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議案第17号 

平成22年度岩手県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 平成22年度岩手県後期高齢者医療広域連合の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12,018千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ224,905千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成22年11月25日提出 

岩手県後期高齢者医療広域連合長 谷 藤 裕 明 
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議案第18号 

平成22年度岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 平成22年度岩手県後期高齢者医療広域連合の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,660,787千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ141,671,246千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成22年11月25日提出 

岩手県後期高齢者医療広域連合長 谷 藤 裕 明 

 

 






